
（別紙２）
公正入札調査会議開催要綱

平成１８年８月８日決定

（趣旨）
第１条 国土交通省所掌の工事（工事の設計及び工事監理並びに工事に関する

調査を含む。次条において同じ ）の入札の適正を期し、入札談合に対して。
的確な対応をするため、本省において公正入札調査会議（以下「会議」とい
う ）を開催する。。

（審議事項）
第２条 会議においては、次に掲げる事項について審議する。

一 次に掲げる部局（次号において単に「部局」という ）所掌の工事に関。
する談合情報及び談合疑義事実（第４条第２項において「談合疑義事案」
という ）。
イ 官庁営繕部及び航空局
ロ 国土地理院
ハ 国土技術政策総合研究所
ニ 地方整備局、北海道開発局、地方運輸局、運輸監理部及び地方航空局
ホ 気象庁（気象研究所、気象衛星センター、管区気象台及び沖縄気象台

を含む ）及び海上保安庁（海上保安大学校、海上保安学校及び管区海。
上保安本部を含む ）。

二 部局所掌の工事に関する入札結果に関する事後的・統計的分析の結果
三 その他審議を要すると認める事項

（構成員）
第３条 会議の構成員は、別紙のとおりとする。

（談合疑義事案小グループ）
第４条 会議に談合疑義事案小グループ（以下「小グループ」という ）を置。」

く。
２ 小グループにおいては、談合疑義事案について助言する。
３ 小グループの構成員は、別紙のとおりとする。

（開催時期等）
第５条 会議は、半年に１回程度開催する。
２ 小グループにおける談合疑義事案についての助言は、その都度行う。
３ 会議及び助言は、非公開とし、第１項の会議の議事概要は、これを公表す

る。
４ 委員は、第２条各号に掲げる事項を処理する上で知り得た秘密を他に漏ら

してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

（庶務）
第６条 会議の庶務は、大臣官房地方課において処理する。

附 則
この要綱は、平成１８年８月８日から施行する。
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梅田 晴亮 弁護士（元札幌高等裁判所長官）

☆大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科経済学部助教授

金本 良嗣 東京大学大学院経済学研究科教授

☆郷原 信郎 桐蔭横浜大学法科大学院教授

地頭所 五男 城西国際大学経営情報学部教授

（元公正取引委員会事務局長）

長瀧 重義 愛知工業大学工学部教授

☆奈良 輝久 弁護士

☆堀田 昌英 東京大学社会基盤学科助教授

宮本 健蔵 法政大学法学部教授

【五十音順】

☆印は、談合疑義事案小グループの委員
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